広告等の取扱に関する契約書

大阪府（以下「甲」という。）と　　　　　　（以下「乙」という。）とは、大阪府パスポートセンター施設内における企業パンフレット等（以下「広告等」という。）の設置に関し、次のとおり契約を締結する。

第１条　広告等の設置施設は次のとおりとする。

（１）名　称　　大阪府パスポートセンター

（２）所在地　　大阪市中央区大手前３－１－４３
（３）設置場所　北出入口及び正面（西）出入口風除室内のポスター及びパンフレット用ラック（別図のとおり）

第２条　乙は、広告等を大阪府パスポートセンター広告事業実施要領に基づく広告等の掲出以外の用途に供してはならない。

第３条　契約期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。

第４条　広告料は、１年につき、金　　　　　　　円（うち消費税及び地方消費税相当額金　　　　　　　　円※適用税率10％）とする。ただし、消費税法及び地方税法の改正に伴い税率が変更となった場合は、変更後の税率により計算する。
第５条　広告料は、別に発行する納入通知書により、その定めるところに従って納付しなければならない。

第６条　乙は、広告等の維持管理等のため通常必要とする経費を負担しなければならない。

第７条　乙は、広告等を設置するにあたり既設のラックを使用することとする。
第８条　乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、広告等の維持管理に努めなければならない。

第９条　乙は、広告等の設置に関し、修繕その他の管理上必要な行為をし、または広告等の内容の全部若しくは一部の変更を求めようとするときは、事前に甲に協議しなければならない。

第１０条　乙は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
第１１条　次の各号のいずれかに該当するときは、甲はこの契約の全部若しくは一部を解除することができる。この場合において、乙に損失が生じても、甲は、これを補償しない。
（１）乙がこの契約の内容に違反したとき。
（２）甲が広告等の設置を継続することが適切でないと判断したとき。
（３）乙が、大阪府暴力団排除条例第2条第２号及び第４号の規定に該当する者と認められるとき。
第１２条　乙は、この契約の期間が満了したとき、又は前条によりこの契約が解除されたときは、指定された期日までに、乙の負担において、広告等を撤去し、設置施設の全部又は一部を原状に回復して返還しなければならない。ただし、特に甲の承認を受けたときはこの限りでない。

第１３条　乙は、自己の責に帰すべき理由により設置施設をき損等したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、設置施設を原状に回復したときはこの限りでない。

第１４条　前条の場合のほか、乙は、この契約内容に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

第１５条 乙は、契約期間が満了し、又は広告等の取消しがあった場合において、契約期間中に乙が広告等の設置に関して投じた必要費及び有益費があっても、これを甲に請求しないものとする。

第１６条　甲は、広告等の設置について随時に実地調査を行い、その使用に関し必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

第１７条　この契約締結後、経済情勢や事情の変更により、契約金額又は契約条件が著しく不適当となったと認められるときは、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。

第１８条　この契約の効力は、令和8年４月１日から生じるものとする。
第１９条　この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　甲　大   阪   府

代   表   者　大阪市中央区大手前三丁目１番４３号
大阪府パスポートセンター

所　長　　
　　　　　　　　　適格請求書発行事業者の登録番号　Ｔ４００００２０２７０００８
　　　　　　　　　乙　所   在   地　
　　　　　　　　　　　商号又は名称　
　　　　　　　　　　　代　 表 　者　
（別図）
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